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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】経時変化を画像で確認するとともに、関連する
診療情報を同時に参照するための情報処理装置、情報処
理方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】医療情報処理装置１０は、被検体を互いに
異なる日時に撮影することで得られた第一の検査画像と
第二の検査画像とを用いて生成される比較画像を取得す
る検査画像取得部と、第一の検査画像が得られた検査の
検査日である第一の検査日と第二の検査画像が得られた
検査の検査日である第二の検査日とに基づいて定められ
る期間内に被検体に対して行われた診療に関する診療情
報を検索する診療情報取得部と、比較画像と検索された
診療情報とを表示部に表示させる表示処理部とを有する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を互いに異なる日時に撮影することで得られた第一の検査画像と第二の検査画像
とを用いて生成される比較画像を取得する取得手段と、
　前記第一の検査画像が得られた検査の検査日である第一の検査日と前記第二の検査画像
が得られた検査の検査日である第二の検査日とに基づいて定められる期間内に前記被検体
に対して行われた診療に関する診療情報を検索する検索手段と、
　前記比較画像と前記検索された診療情報とを表示部に表示させる表示制御手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記検索手段は、前記検索される前記診療情報のうち、前記第一の検査画像と前記第二
の検査画像との間の変化に影響を与えた可能性のある診療内容を示す診療情報を検索する
ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第一の検査画像と前記第二の検査画像との間の変化に影響を与えた可能性のある前
記診療内容は、薬物治療および外科治療の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項
２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記比較画像は、前記第一の検査日を示す情報および前記第二の検査日を示す情報が関
連付けられており、
　前記検索手段は、前記比較画像から前記第一の検査日と前記第二の検査日とを取得する
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第一の検査日及び前記第二の検査日に関する入力を受け付ける受付手段
　を更に有し、
　前記取得手段は、前記入力を受け付けた第一の検査日に基づいて特定される前記第一の
検査画像と、前記入力を受け付けた第二の検査日に基づいて特定される前記第二の検査画
像とを用いて生成される前記比較画像を取得することを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記比較画像は、前記第一の検査画像と前記第二の検査画像との間の差分を示す画像で
あることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記比較画像と前記検索された診療情報とを関連付けて記録する記録手段
　を更に有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　被検体を互いに異なる日時に撮影することで得られた第一の検査画像と第二の検査画像
とを用いて生成される比較画像と、前記被検体に対して行われた診療に関する診療情報と
を取得する取得手段と、
　前記比較画像と前記診療情報とを表示部に表示させる表示制御手段と、
　前記第一の検査画像が得られた検査の検査日である第一の検査日と前記第二の検査画像
が得られた検査の検査日である第二の検査日とに基づいて定められる期間内に前記診療情
報に関する診療が行われたか否かを判定する判定手段と、
　を有し、
　前記表示制御手段は、前記判定の結果に応じて、前記診療情報を他の診療情報とは識別
可能な形態で前記表示部に表示させることを特徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　前記期間は、前記第一の検査日から前記第二の検査日までの期間であることを特徴とす
る請求項１乃至８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
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　前記期間は、前記第一の検査日より前の日から前記第二の検査日までの期間であること
を特徴とする請求項１乃至８のいずれか１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　診療情報を取得する第一の取得手段と、
　前記診療情報に関する診療より前に行われた検査で得られた第一の検査画像と、前記診
療より後に行われた検査で得られた第二の検査画像とを用いて生成される比較画像を取得
する第二の取得手段と、
　前記比較画像と前記診療情報とを表示部に表示させる表示制御手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項１２】
　被検体を互いに異なる日時に撮影することで得られた第一の検査画像と第二の検査画像
とを用いて生成される比較画像を取得する取得ステップと、
　前記第一の検査画像が得られた検査の検査日である第一の検査日と前記第二の検査画像
が得られた検査の検査日である第二の検査日とに基づいて定められる期間内に前記被検体
に対して行われた診療に関する診療情報を検索する検索ステップと、
　前記比較画像と前記検索された診療情報とを表示部に表示させる表示制御ステップと、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１３】
　被検体を互いに異なる日時に撮影することで得られた第一の検査画像と第二の検査画像
とを用いて生成される比較画像と、前記被検体に対して行われた診療に関する診療情報と
を取得する取得ステップと、
　前記比較画像と前記診療情報とを表示部に表示させる表示制御ステップと、
　前記第一の検査画像が得られた検査の検査日である第一の検査日と前記第二の検査画像
が得られた検査の検査日である第二の検査日とに基づいて定められる期間内に前記診療情
報に関する診療が行われたか否かを判定する判定ステップと、
　を有し、
　前記表示制御ステップは、前記判定の結果に応じて、前記診療情報を他の診療情報とは
識別可能な形態で前記表示部に表示させることを特徴とする情報処理方法。
【請求項１４】
　診療情報を取得する第一の取得ステップと、
　前記診療情報に関する診療より前に行われた検査で得られた第一の検査画像と、前記診
療より後に行われた検査で得られた第二の検査画像とを用いて生成される比較画像を取得
する第二の取得ステップと、
　前記比較画像と前記診療情報とを表示部に表示させる表示制御ステップと、
　を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１５】
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段としてコンピュータを
機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療の分野において、医師は、種々のモダリティで撮影した医用画像を用いて診断を行
う。特に、被検体の状態の経過観察のため、異なる時刻に同一のモダリティで撮影された
複数の画像を医師が対比して被検体の経時的な変化の観察が行われている。被検体の経時
的な変化を医師が観察するのを支援する方法として、特許文献１では、基準画像から他方
の比較画像の差分をとった差分画像を提示することで、病変等の経時変化を可視化する技
術が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１２６５７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、実診療において、経時変化を画像で確認するとともに、関連する診療情報を同
時に参照するためには、診療情報の検索操作を行うなどの煩わしさがあった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る情報処理装置は、以下の構成を備える。すなわち、被検体を互いに異なる
日時に撮影することで得られた第一の検査画像と第二の検査画像とを用いて生成される比
較画像を取得する取得手段と、前記第一の検査画像が得られた検査の検査日である第一の
検査日と前記第二の検査画像が得られた検査の検査日である第二の検査日とに基づいて定
められる期間内に前記被検体に対して行われた診療に関する診療情報を検索する検索手段
と、前記比較画像と前記検索された診療情報とを表示部に表示させる表示制御手段と、を
備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、異なる検査日に撮影された検査画像の比較と、それに関連する診療情
報とを効率的にユーザに提示できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第一の実施形態に係る医療情報処理システムの全体構成を示す図である。
【図２】第一の実施形態における全体の処理手順を示すフロー図である。
【図３】第一の実施形態におけるステップＳ１０１０の処理を詳しく説明する図である。
【図４】第一の実施形態におけるステップＳ１０５０の処理を詳しく説明する図である。
【図５】第二の実施形態に係る医療情報処理システムの全体構成を示す図である。
【図６】第二の実施形態における全体の処理手順を示すフロー図である。
【図７】第三の実施形態に係る医療情報処理システムの全体構成を示す図である。
【図８】第三の実施形態における全体の処理手順を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実
施形態に記載されている構成要素はあくまで例示であり、本発明の技術的範囲は、特許請
求の範囲によって確定されるのであって、以下の個別の実施形態によって限定されるわけ
ではない。
【０００９】
　［第一の実施形態］
　第一の実施形態に係る医療情報処理システムは医療機関における医師や技師などのユー
ザに対して以下の機能を提供する。すなわち、医療情報処理システムは、ユーザが医療的
な処置を行おうとする対象患者（注目被検体）に関する過去の検査画像と、診療情報とを
観察および参照可能にする。さらに、ユーザが過去の検査画像として、異なる複数の日時
に夫々撮影された検査画像を選択した際に、その複数の検査画像を比較して観察するのに
好適な比較画像を生成して表示する。さらに、その比較画像と医学的に関係の深い診療情
報を参照可能にする。ここで、複数の検査画像を比較して観察するのに好適な比較画像と
は、例えば経時差分画像（以下、差分画像と称する。）である。また、比較画像と医学的
に関係の深い診療情報とは、例えば比較画像を生成する際に用いた複数の検査画像の検査
日の期間内の診療情報である。つまり、比較画像の生成・表示により、その検査の期間内
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に当該患者に生じた検査画像上の変化をユーザが視認し易くすると共に、その変化と医学
的な因果関係になりうる関連性の高い診療情報を参照可能にする。これによりユーザの作
業効率が高められる。
【００１０】
　図１は、第一の実施形態に係る医療情報処理システムの全体構成を示す図である。医療
情報処理システムは、医療情報処理装置１０（情報処理装置）、診療情報データベース２
２、検査画像データベース２３を含み、これらの装置は、通信手段を介して互いに通信可
能に接続されている。本実施形態においては、通信手段はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）２１で構成されるが、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）であってもよい。また、接続方法は、有線接続であってもよいし、無線接続であっても
よい。
【００１１】
　診療情報データベース２２は、複数の患者に関する過去の複数の診療情報を保持する。
各診療情報には、患者名（患者ＩＤ）、診療日（診療日時であってもよい）、診療内容（
検査名・検査結果、診断名、読影レポート情報、投薬情報、治療情報、患者主訴など）が
含まれる。なお、診療情報に含まれるこれらの情報はあくまで一例であり、これに限定さ
れない。また各診療情報には他の診療情報と識別可能とするための固有番号（診療情報Ｉ
Ｄ）が付され、それに基づいて医療情報処理装置１０よる情報の読み出しが行える。前記
の情報の読み出し以外にも診療情報データベース２２は医療情報処理装置１０と連携して
、一覧表示やサマリ表示、検索、書き込みなどの機能が提供される。
【００１２】
　検査画像データベース２３は、複数の患者に関する複数の検査画像とその付帯情報を保
持する。検査画像とは、例えばＣＴやＭＲＩ等の画像診断装置（モダリティ）で撮影した
医用画像であり、二次元や三次元、モノクロームやカラーなどの様々な画像が対象となり
うる。また検査画像の付帯情報とは、患者名（患者ＩＤ）や検査日情報（検査画像を撮影
した日付）、検査画像の撮影モダリティ名などである。検査日情報は検査画像を撮影した
日付だけでなく撮影した時刻が含まれていても良い。すなわち、検査日時であってもよい
。なお、付帯情報の具体例は、ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　
ＣＯｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）規格により定められた、検査画
像内のＤＩＣＯＭタグであるが、これに限らない。検査画像に基づいて特定可能な情報で
あればよい。また、付帯情報に含まれるこれらの情報はあくまで一例であり、これに限定
されない。また、各々の検査画像およびその付帯情報には、他との識別を可能にするため
に、固有の番号（検査画像ＩＤ）が付され、それに基づいて医療情報処理装置１０による
情報の読み出しが行える。検査画像が複数の二次元断層画像によって構成される三次元ボ
リューム画像の場合には、各二次元断層画像および、それらの集合である三次元ボリュー
ム画像の夫々に対して検査画像ＩＤが付されている。検査画像データベース２３は、前記
の情報の読み出し以外にも、医療情報処理装置１０と連携して検査画像の一覧表示や、サ
ムネイル表示、検索、情報の書き込み等の機能が提供される。
【００１３】
　医療情報処理装置１０は、診療情報データベース２２や検査画像データベース２３が保
持する情報を、ＬＡＮ２１を介して取得する。医療情報処理装置１０は、その機能的な構
成として、通信ＩＦ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、記憶部３４、操作部３５、表示部３
６、制御部３７を具備する。
【００１４】
　通信ＩＦ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３１は、例えば、ＬＡＮカード等で実現され、ＬＡＮ
２１を介した外部装置（例えば、診療情報データベース２２及び検査画像データベース２
３）と医療情報処理装置１０との間の通信を司る。ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）３２は、不揮発性のメモリ等で実現され、各種プログラム等を記憶する。ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３３は、揮発性のメモリ等で実現され、
各種情報を一時的に記憶する。記憶部３４は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄ
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ｒｉｖｅ）等で実現され、各種情報を記憶する。操作部３５は、例えば、キーボードやマ
ウス等で実現され、ユーザからの指示を装置内に入力する。表示部３６は、例えば、ディ
スプレイ等で実現され、各種情報をユーザ（例えば、医師）に向けて表示する。操作部３
５や表示部３６は制御部３７からの制御によりグラフィカルユーザインターフェース（Ｇ
ＵＩ）としての機能が提供される。
【００１５】
　制御部３７は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
等で実現され、医療情報処理装置１０における処理を統括制御する。制御部３７には、そ
の機能的な構成として、検査画像取得部４１、検査日取得部４２、診療情報取得部４３、
比較画像生成部４４、表示処理部４５を具備する。
【００１６】
　検査画像取得部４１は、操作部３５によって入力されるユーザの操作に従って、通信Ｉ
Ｆ３１とＬＡＮ２１を介して検査画像データベース２３から当該患者の検査画像を取得す
る。そして、検査画像取得部４１は、取得した検査画像を検査日取得部４２、比較画像生
成部４４へ出力する。
【００１７】
　検査日取得部４２は、検査画像取得部４１が取得した検査画像の検査日の情報を取得す
る。そして、検査日取得部４２は、取得した検査日の情報を診療情報取得部４３へ出力す
る。
【００１８】
　診療情報取得部４３は、検査日取得部４２が取得した検査日の情報に基づいて後述する
処理を行い、ユーザに提示する診療情報を通信ＩＦ３１とＬＡＮ２１を介して診療情報デ
ータベース２２から読み出す。そして、診療情報取得部４３は、読み出した診療情報を表
示処理部４５へ出力する。
【００１９】
　比較画像生成部４４は、検査画像取得部４１が取得した検査画像に基づいて後述する処
理を行い、比較画像を生成する。なお、あらかじめ生成された比較画像を取得してもよい
。そして、比較画像生成部４４は、生成した比較画像を表示処理部４５へ出力する。
【００２０】
　表示処理部４５は、比較画像生成部４４が生成した比較画像と、診療情報取得部４３が
取得した診療情報とを表示部３６に表示する。
【００２１】
　なお、制御部３７が具備する各部の少なくとも一部は独立した装置として実現してもよ
い。また、夫々が機能を実現するソフトウェアとして実現してもよい。この場合、機能を
実現するソフトウェアは、クラウドをはじめとするネットワークを介したサーバ上で動作
してもよい。本実施形態では各部はローカル環境におけるソフトウェアにより夫々実現さ
れているものとする。
【００２２】
　次に図２を用いて、本実施形態における医療情報処理装置１０による全体の処理手順を
詳細に説明する。また、以下では、検査画像としてＣＴ画像を用いる場合を例として説明
するが、本発明の実施はこれに限定されるものではない。
【００２３】
　（ステップＳ１０１０）＜検査画像の取得＞
　ステップＳ１０１０において、検査画像取得部４１は、処理の対象とする検査画像を検
査画像データベース２３から取得する処理を実行する。この処理は、操作部３５や表示部
３６により提供されるＧＵＩによりユーザから操作を受け付けることで実行される。例え
ば図３（Ａ）に示すような画面を表示部３６に表示し、操作部３５を介してユーザからの
入力を受け付けるＧＵＩにより実現できる。この時、ユーザが図３（Ａ）の患者ＩＤ入力
欄１１０に観察対象とする患者のＩＤを入力したうえで検索ボタン１１５を押すことで、
制御部３７は、検査画像取得部４１を介して検査画像データベース２３と情報の送受信を
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行う。そして、検査画像データベース２３内に存在する当該患者の検査画像を検索し、そ
の結果を図３（Ｂ）に示すように検査画像のサムネイル一覧１２０として表示することで
ユーザに提示する。この時、サムネイル一覧１２０には当該患者に関する過去の複数の検
査における検査画像がサムネイルの状態で一覧表示される。この時、各サムネイルに検査
画像の付帯情報を付記するように表示しても良い。例えば、各検査画像の検査日をサムネ
イル画像の近くやサムネイル画像に重畳して表示しても良い。
【００２４】
　上記の例では患者ＩＤを用いて観察対象とする患者を検索する場合を例として説明した
が本発明の実施はこれに限らず、患者名で検索できるようにしても良い。この場合、観察
対象の患者の姓、名の何れか一方を条件として検索できるようにしても良い。検索の結果
、複数の患者が該当する場合には、該当する複数の患者のリストをポップアップ画面など
に表示した上で、そのポップアップ画面上のリストの中から観察対象とする患者を選択で
きるＧＵＩを備えても良い。
【００２５】
　このＧＵＩはさらにユーザの操作によりサムネイル一覧１２０から所望の２個の検査画
像（第一の検査画像および第二の検査画像）の選択を受け付けることができる。具体的に
は操作部３５であるマウス操作により、サムネイル一覧１２０から各サムネイル画像の選
択、非選択を切り替えられるようにする。そして、選択完了ボタン１２５をマウスでクリ
ックした際のサムネイル画像の選択状態からユーザが観察対象とする患者の第一の検査画
像および第二の検査画像を取得する。この時、ユーザの選択が所定の条件を満たしていな
い場合には警告等を表示するとともに、ユーザに選択をやり直すことを促す表示を行う。
この所定の条件とは、例えば選択した画像の個数が２個でない場合や、選択した２個の画
像の撮影装置の種類が異なる場合などである。それ以外にも、選択した２個の画像の検査
日に関して、検査日が同一ではない、検査日の間隔が所定の範囲以内である、などの条件
を用いても良い。また、サムネイル一覧１２０からユーザが１個の検査画像を選択した場
合に、前記条件を満たすような組となる検査画像だけを追加して選択できるようにしても
良い。また、他の何れの画像とも検査画像の組としての条件を満たさない検査画像はサム
ネイル一覧１２０に表示しないようにしても良い。
【００２６】
　また本発明の実施は上述の例に限定されない。例えば、観察対象の患者に関する検査画
像の検査日の一覧を表示し、その検査日の一覧から処理の対象とする検査画像の検査日（
第一の検査日と第二の検査日）をユーザが指定できるように、検査日に関する入力を受け
付ける受付手段を持つようにしても良い。この場合、受け付けた検査日の検査画像を処理
の対象とする。そして、後述するステップＳ１０２０では、第一の検査日に基づいて特定
される第一の検査画像と、第二の検査日に基づいて特定される第二の検査画像とを用いて
生成される比較画像を取得する。また、後述するステップＳ１０３０で行う検査画像の検
査日の取得処理は省略でき、上記の処理で受け付けたユーザが指定する検査日に基づいて
ステップＳ１０４０以降の処理を実行する。
【００２７】
　上記に説明した処理により検査画像取得部４１は第一の検査画像および第二の検査画像
の情報（画像データ、付帯情報）を検査画像データベース２３から読み出し、医療情報処
理装置１０はＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、記憶部３４などを用いてこれを保持する。
【００２８】
　（ステップＳ１０２０）＜比較画像の生成＞
　ステップＳ１０２０において、比較画像生成部４４は、ステップＳ１０１０で取得した
第一の検査画像と第二の検査画像とを比較するための比較画像を生成する処理を実行する
。すなわち、比較画像生成部４４は、被検体を互いに異なる日時に撮影することで得られ
た第一の検査画像と第二の検査画像とを用いて生成される比較画像を取得する取得手段の
一例に相当する。比較画像を生成する方法としては、例えば第一の検査画像と第二の検査
画像の間の差分を示す差分画像を比較画像として生成するようにできる。この場合、第一
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の検査画像と第二の検査画像の夫々に描出される被検体の位置・形状の違い（変形）や、
画像間の画質の差異などを吸収した上で差分処理を行うことが望ましい。画像間の変形の
補正や画質の差異の吸収は公知のいかなる手法を用いて実行しても良く、ここでは詳細な
説明は省略する。
【００２９】
　比較画像を生成する方法はこれに限らず、例えば、第一の検査画像と第二の検査画像を
重ね合わせた重畳画像を比較画像として生成しても良い。この場合、第一の検査画像と第
二の検査画像に異なる色チャンネルを割り当て、それらを混合したカラー画像として重畳
画像を生成するようにできる。また、比較画像を生成する方法はこれに限らず、例えば第
一の検査画像と第二の検査画像とを並べた画像を比較画像として生成しても良い。
【００３０】
　以上の処理により比較画像生成部４４は比較画像を生成し、医療情報処理装置１０はそ
れを保持する。なお、本実施形態では、ステップＳ１０１０でユーザから検査画像に対す
る選択を受け付けた後に、比較画像を生成する処理を説明したが、あらかじめ比較画像が
生成されているのであれば、新たに比較画像を生成せずに、生成済みの比較画像を取得し
てもよい。
【００３１】
　（ステップＳ１０３０）＜検査日の取得＞
　ステップＳ１０３０において、検査日取得部４２は、ステップＳ１０１０で取得した第
一の検査画像と第二の検査画像の夫々の検査日を取得する処理を実行する。前述のとおり
、第一の検査画像および第二の検査画像の夫々には、付帯情報として、各画像の検査日（
画像の撮影日）が記録されており、本処理ステップでは、第一の検査画像および第二の検
査画像の夫々の検査日を付帯情報から取得する。なお、本実施形態では検査日を用いるが
、検査日時や撮影日時であってもよい。第一の検査画像から取得した検査日を第一の検査
日、第二の検査画像から取得した検査日を第二の検査日と称する。
【００３２】
　本実施形態では第一の検査日が２０１０／０４／２５、第二の検査日が２０１４／０８
／２１の場合を例として、以後の説明を行う。
【００３３】
　（ステップＳ１０４０）＜診療情報の検索＞
　ステップＳ１０４０において、診療情報取得部４３は、ステップＳ１０３０で取得した
第一の検査日および第二の検査日に基づき、比較画像と共に参照するのに好適な診療情報
を診療情報データベース２２から取得する処理を実行する。具体的には以下の手順で処理
を実行する。
【００３４】
　まず、診療情報取得部４３は、診療情報データベース２２に記録されている複数の診療
情報の中から、ステップＳ１０１０で取得した検査画像の対象の患者と、同一患者の診療
情報だけを検索により取得する。この処理はステップＳ１０１０で取得した検査画像の付
帯情報である患者ＩＤを参照し、それと同一の患者ＩＤが付された診療情報を検索するこ
とで実行される。
【００３５】
　次に、診療情報取得部４３は、前記検索結果の中から、ステップＳ１０３０で取得した
第一の検査日および第二の検査日に基づき、第一の検査日と第二の検査日との間の期間内
に行われた診療に関する診療情報を抽出する。すなわち、診療情報取得部４３は、第一の
検査画像が得られた検査の検査日である第一の検査日と第二の検査画像が得られた検査の
検査日である第二の検査日とに基づいて定められる期間内に被検体に対して行われた診療
に関する診療情報を検索する検索手段の一例に相当する。この処理は、各診療情報の付帯
情報である診療日と第一の検査日および第二の検査日の前後関係を計算することで実行さ
れる。この時、第一の検査日と同一の日付の診療情報や、第二の検査日と同一の日付の診
療情報も検索の結果に含めるようにしても良いし、それを除外するようにしても良い。す
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なわち、前記期間とは、第一の検査日と第二の検査日とを含む、第一の検査日から第二の
検査日までの期間であってもよいし、第一の検査日と第二の検査日とを含まない、第一の
検査日から第二の検査日までの期間であってもよい。
【００３６】
　診療情報取得部４３は、上記の手順によって最終的に抽出された診療情報を記録する。
具体的には抽出された診療情報の診療情報ＩＤを記録する。抽出された診療情報が複数あ
る場合にはそれぞれの診療情報ＩＤを記録する。
【００３７】
　上記の例では診療情報データベース２２に記録されている複数の診療情報の中から、患
者ＩＤと診療日に基づいて対象とする診療情報を抽出する場合について説明したが、本発
明の実施はこれに限らない。例えば、検査画像に変化をもたらす可能性の高い処置内容が
記載された診療情報に限定して抽出を行うようにしても良い。例えば、がん患者などに対
して病巣を縮小させる効果のある薬物治療を行った事が記載された診療情報は、当該患者
の検査画像の変化と医学的な関係性が高い。また、患者に対する外科的な治療（外科治療
）や放射線治療を施した事が記載された診療情報は、当該患者の検査画像の変化と関連性
が高い。上記のように検査画像の変化と関係性の高い診療情報に限定して抽出するように
しても良い。例えば、比較画像の中で差異が大きく現れている患者の人体上の部位を検出
し、当該部位に関する処置に関する情報を含む診療情報を抽出するようにできる。すなわ
ち、この処理は、期間に基づいて検索される診療情報のうち、第一の検査画像と第二の検
査画像との間の変化に影響を与えた可能性のある診療内容を示す診療情報を検索すること
を特徴とする検索手段の一例に相当する。
【００３８】
　本実施形態では、ステップＳ１０４０において第一の検査日（２０１０／０４／２５）
と第二の検査日（２０１４／０８／２１）の間の期間内の診療情報として、２０１０／１
０／２０、２０１１／０７／１５、２０１２／０３／０８、２０１３／１２／２０の四日
分の診療情報が検索により抽出された場合を例として以後の説明を行う。
【００３９】
　（ステップＳ１０５０）＜表示＞
　ステップＳ１０５０において、表示処理部４５は、ステップＳ１０２０で生成した比較
画像と、ステップＳ１０４０で取得した診療情報を表示部３６に表示する。すなわち、表
示処理部４５は、比較画像と検索された診療情報とを表示部に表示させる表示制御手段の
一例に相当する。表示部３６への具体的な表示方法の例を図４に示す。ここでは、比較画
像と診療情報とを並べて表示する場合を例として説明する。図４の比較画像表示ウィンド
ウ１３０はステップＳ１０２０で生成した比較画像および関連情報を表示するためのウィ
ンドウである。このウィンドウ内には、さらに画像ウィンドウ１３２が配置され、比較画
像が表示される。比較画像が三次元画像である場合には、当該画像のスライス画像を画像
ウィンドウ１３２に表示し、操作部３５から得られるユーザの操作によってスライス画像
を切り替えて表示できるようにする。比較画像表示ウィンドウ１３０の右側にはステップ
Ｓ１０４０で取得した診療情報を表示する診療情報表示ウィンドウ１４０を配置する。こ
こではステップＳ１０４０での検索により抽出された各診療情報の診療日を一覧表示する
。各診療日の右側には、当該診療情報の参照するための参照ボタン１４１～１４４を表示
する。ユーザが参照したい診療情報の右側のボタンを押すことにより、当該診療情報を別
画面に展開して参照できるようにして表示する。例えば、ユーザは診療情報の一覧の中か
ら、２０１１／０７／１５の診療情報を参照したい場合には、その診療日の右側にある参
照ボタン１４２を押すことで、当該診療情報を参照できるようにして表示する。なお、比
較画像表示ウィンドウ１３０と診療情報表示ウィンドウ１４０を表示する例について説明
したが、同一のウィンドウ内に、比較画像と診療情報を表示してもよい。また、比較画像
表示ウィンドウ１３０と診療情報表示ウィンドウ１４０の位置関係は、図４に示す位置関
係に限らない。比較画像表示ウィンドウ１３０の左側に診療情報表示ウィンドウ１４０を
表示してもよいし、比較画像表示ウィンドウ１３０の上側または下側に表示してもよい。
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比較画像と診療情報とが比較可能なように表示されればよい。
【００４０】
　以上のようにすることで、被検体を互いに異なる日時に撮影することで得られた第一の
検査画像と第二の検査画像をユーザに対して比較可能なように観察させることができ、且
つ比較画像に関連する診療情報をユーザに提供することが可能となる。また別の効果とし
て、比較画像に関連する診療情報を手作業で検索すると入力間違いが発生し、不要な検索
により各種装置に処理負荷がかかってしまうが、以上のようにすることで、こうした問題
点も解決することができる。
【００４１】
　（変形例１－１）
　本実施形態ではステップＳ１０５０において、比較画像と診療情報の表示を行い、これ
により一連の処理を終了する場合を例として説明したが、本発明の実施はこれに限らない
。例えば、ステップＳ１０５０に続いて、前記比較画像や診療情報に基づいてユーザが行
う比較読影の結果を医療情報処理装置１０が受け付け、それを記録するようにしても良い
。具体的には、図４の画像ウィンドウ１３２上に表示される比較画像に対して、ユーザが
注目する部位（例えば比較画像上で検査画像間の差異が認められる部位）にアノテーショ
ンを追記できるようにする。さらには、当該アノテーションに関連付けて当該部位に関す
る所見をテキスト等の形式で記録できるようにする。この時、ステップＳ１０５０で表示
した診療情報の中で前記検査画像の差異と特に関係の深い診療情報をユーザが選択し、そ
の診療情報へのリンクを所見の関連情報として追加できるようにできる。前記比較画像に
関する所見と、前記診療情報との両方へのリンクを含む新しい診療情報を生成するように
しても良い。これによれば、比較画像で確認した検査画像間の差異と、その差異の要因と
なった過去の診療情報とを関連付けて記録することができる。そのため、例えば、当該患
者に対する過去の薬の投与の記録と、検査画像上に現れた疾病の改善の様子とを関連付け
て記録でき、後にこの情報を再度参照できるようになる。すなわち、この処理は、比較画
像と検索された診療情報とを関連付けて記録する記録手段の一例に相当する。
【００４２】
　以上の方法によれば、表示された比較画像と診療情報に基づいてユーザが行った読影の
結果を効率的に記録することができる効果がある。
【００４３】
　（変形例１－２）
　本実施形態ではステップＳ１０５０において、比較画像の表示と共に、ステップＳ１０
４０で検索により取得した診療情報を表示する場合を例として説明したが、本発明の実施
はこれに限らない。例えば、ステップＳ１０５０において表示する診療情報は、当該患者
の過去の全ての診療情報であっても良い。その場合、ステップＳ１０４０で検索により取
得した診療情報に関して、それ以外の診療情報と識別可能な態様で表示するようにしても
良い。
【００４４】
　具体的には、ステップＳ１０２０で比較画像生成部４４が比較画像を取得し、ステップ
Ｓ１０４０で患者の過去の全ての診療情報を取得する。そして、取得した比較画像と診療
情報とを表示部３６に表示させる場合に、各診療情報の診療日が第一の検査日から第二の
検査日までの期間内であるか否かを判定する。当該期間内に診療が行われた診療情報は診
療情報を赤文字で表示し、それ以外の診療情報を黒文字で表示する。なお、診療情報の表
示形態はこれに限らない。文字の太さを変更してもよいし、診療情報の周囲を囲む枠線の
色を変更してもよい。また、診療情報の近傍にアイコンや画像を表示してもよい。前記期
間内に行われた診療に関する診療情報が、他の診療情報と識別可能な形態で表示されれば
よい。
【００４５】
　すなわち、この変形例は、被検体を互いに異なる日時に撮影することで得られた第一の
検査画像と第二の検査画像とを用いて生成される比較画像と、前記被検体に対して行われ
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た診療に関する診療情報とを取得する取得手段と、前記比較画像と前記診療情報とを表示
部に表示させる表示制御手段と、前記第一の検査画像が得られた検査の検査日である第一
の検査日と前記第二の検査画像が得られた検査の検査日である第二の検査日とに基づいて
定められる期間内に前記診療情報に関する診療が行われたか否かを判定する判定手段と、
を有し、前記表示制御手段は、前記判定の結果に応じて、前記診療情報を他の診療情報と
は識別可能な形態で前記表示部に表示させることを特徴とする情報処理装置の一例に相当
する。
【００４６】
　これによれば、当該患者の過去の全ての診療情報が参照でき、かつ比較画像と関係の深
い診療情報がその中の何れなのかをユーザに把握させることができる効果がある。
【００４７】
　（変形例１－３）
　本実施形態では、ステップＳ１０５０において、比較画像の表示と共に、診療情報を表
示する場合を例として説明したが、本発明の実施はこれに限らない。例えば、比較画像の
表示は行わず、診療情報を表示するだけでも良い。この場合、ステップＳ１０２０での比
較画像の生成処理は省略するようにしても良い。これによれば、ユーザによる異なる検査
日の検査画像の選択により、その検査画像の間の検査の期間に関係する診療情報を参照で
きるようにする仕組みを提供できる。また、比較画像の生成や表示を行うか否かをユーザ
が設定する仕組みを持ち、その設定に応じて処理を切り替えるようにしても良い。
【００４８】
　（変形例１－４）
　本実施形態では、ステップＳ１０４０において、第一の検査日から第二の検査日までの
期間内に行われた診療に関する診療情報を検索する例を説明したが、これに限らない。例
えば、第一の検査日よりも前に患者に対して投薬や治療を施した場合、その効果が前記期
間内に現れる場合がある。こうした場合には、前記期間内に行われた診療内容だけではな
く、前記期間より前に行われた一部の診療内容もユーザに提示したほうがよい。
【００４９】
　そこで、ステップＳ１０４０では、診療情報取得部４３は、第一の検査日から所定日数
を減算し、第一の検査日よりも前の日を算出する。そして、診療情報取得部４３は、算出
された日から第二の検査日までの期間内に行われた診療に関する診療情報を検索する。所
定日数は、記憶部３４にあらかじめ記憶された日数を用いてもよいし、ユーザから入力を
受け付けた日数を用いてもよい。
【００５０】
　これ以外にも、例えば、診療情報取得部４３は、第一の検査日よりも前の診療情報につ
いて、第一の検査日と第二の検査日の間の期間の患者に影響を与えうる診療情報の有無を
調べるようにしても良い。そして、そのような診療情報が存在した場合に、当該診療を施
した日から第二の検査日との間の診療情報を検索するようにできる。
【００５１】
　このようにすることで、前記期間より前に行われた一部の診療内容もユーザに提示する
ことが可能となる。
【００５２】
　［第二の実施形態］
　第一の実施形態では、ユーザから第一の検査画像と第二の検査画像の選択を受け付ける
医療情報処理装置の一例を説明した。第二の実施形態では、ユーザから比較画像の選択を
受け付けて、選択された比較画像の生成で用いられた第一の検査画像の検査日から第二の
検査画像の検査日までの期間に基づいて、比較画像と関連する診療情報を検索する医療情
報処理装置について説明する。
【００５３】
　図５は、第二の実施形態に係わる医療情報処理システムの全体構成を示す図である。医
療情報処理システムは、医療情報処理装置５０、診療情報データベース２２、検査画像デ
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ータベース２３、比較画像データベース２４を含み、これらの装置は、通信手段を介して
互いに通信可能に接続されている。なお、第一の実施形態で説明した構成と同一の機能を
有する構成には同一の番号を付し、詳細な説明は省略する。
【００５４】
　比較画像データベース２４は、後述する医療情報処理装置５０が生成する比較画像およ
び比較画像の付帯情報を記録するデータベースである。比較画像データベース２４には、
複数の情報が記録され、各情報には固有番号（比較画像ＩＤ）が付与される。比較画像デ
ータベース２４は、医療情報処理装置５０と連携して情報の読み込み、書き込み、一覧の
表示、サムネイル画像の表示、検索などの機能が提供される。
【００５５】
　医療情報処理装置５０は、診療情報データベース２２、検査画像データベース２３、比
較画像データベース２４が保持する情報を、ＬＡＮ２１を介して取得する。医療情報処理
装置５０は、その機能的な構成として、通信ＩＦ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、記憶部
３４、操作部３５、表示部３６、比較画像生成制御部３８、比較表示制御部３９を具備す
る。
【００５６】
　比較画像生成制御部３８は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）等で実現され、医療情報処理装置５０が行う、比較画像生成処理を統括制御
する。比較画像生成処理については後に詳述する。比較画像生成制御部３８には、その機
能的な構成として、検査画像取得部４１、比較画像生成部４４、検査日取得部４２、検査
画像対生成部５１を具備する。
【００５７】
　検査画像対生成部５１は、検査画像取得部４１が取得した検査画像と、検査日取得部４
２が取得した検査日とに基づき、後述する比較画像生成部４４が生成する比較画像の元と
なる検査画像の対を生成する。そして、検査画像対生成部５１は、生成した検査画像対の
情報を比較画像生成部４４へ出力する。
【００５８】
　比較表示制御部３９は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）等で実現され、医療情報処理装置５０が行う、比較表示処理を統括制御する。比
較表示処理については、後に詳述する。比較表示制御部３９は、その機能的な構成として
、比較画像取得部５２、検査期間取得部５４、診療情報取得部４３、表示処理部４５を具
備する。
【００５９】
　比較画像取得部５２は、操作部３５によって入力されるユーザの操作に従って、通信Ｉ
Ｆ３１とＬＡＮ２１を介して比較画像データベース２４から当該患者の比較画像および比
較画像の付帯情報を取得する。そして、比較画像取得部５２は、取得した比較画像および
比較画像の付帯情報を検査期間得部５４、表示処理部４５へ出力する。
【００６０】
　検査期間取得部５４は、比較画像取得部５２が取得した比較画像の付帯情報から検査日
の情報を取得する。そして、検査期間取得部５４は、取得した検査日の情報を診療情報取
得部４３へ出力する。
【００６１】
　なお、比較画像生成制御部３８および比較表示制御部３９が具備する各部の少なくとも
一部は独立した装置として実現してもよい。また、比較画像生成制御部３８および比較表
示制御部３９が具備する各部を、１つの制御部が具備する形態であってもよい。また、夫
々が機能を実現するソフトウェアとして実現してもよい。この場合、機能を実現するソフ
トウェアは、クラウドをはじめとするネットワークを介したサーバ上で動作してもよい。
本実施形態では各部はローカル環境におけるソフトウェアにより夫々実現されているもの
とする。
【００６２】
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　次に図６を用いて、本実施形態における医療情報処理装置５０による全体の処理手順を
詳細に説明する。本実施形態における医療情報処理装置５０は、比較画像生成処理および
比較表示処理の２つの処理を実行する。比較画像生成処理は、検査画像データベース２３
に記録されている検査画像群等に基づいて、複数の比較画像を生成する処理である。比較
表示処理は、前記比較画像生成処理で生成した比較画像と、それに関連する診療情報をユ
ーザが観察、参照できるように表示する処理である。比較画像生成処理は、比較表示処理
に先立って実行されるものとする。
【００６３】
　図６（Ａ）は、医療情報処理装置５０が実行する比較画像生成処理のフローチャートで
ある。以下、このフローチャートに示す順に沿って、医療情報処理装置５０が比較画像生
成処理として実行する処理の手順を詳しく説明する。
【００６４】
　（ステップＳ２１１０）＜検査画像群の取得＞
　ステップＳ２１１０において、比較画像生成制御部３８は、検査画像取得部４１を制御
して、検査画像データベース２３に記録されている検査画像群から注目する被検体に関す
る検査画像を取得する。本実施形態では、検査画像データベース２３には注目する被検体
に関する複数の検査日の検査画像が記録されている場合を例として説明する。本処理ステ
ップでは、これらの全ての検査画像を取得する。
【００６５】
　（ステップＳ２１２０）＜検査日の取得＞
　ステップＳ２１２０において、比較画像生成制御部３８は、ステップＳ２１１０で取得
した複数の検査画像の夫々に関して、検査日取得部４２を制御して、検査日を取得する処
理を実行する。各検査画像に関する検査日を取得する処理は、第一の実施形態のステップ
Ｓ１０３０と同様の処理を実行する。この処理をステップＳ２１１０で取得した複数の検
査画像の夫々に対して実行し、これらの検査画像の夫々の検査日を取得する。
【００６６】
　（ステップＳ２１３０）＜検査画像対の生成＞
　ステップＳ２１３０において、比較画像生成制御部３８は、検査画像対生成部５１を制
御して、後述する処理で比較画像の生成で用いる検査画像の対を生成する処理を実行する
。この処理の具体例を説明する。まず、検査画像対生成部５１は、ステップＳ２１１０で
取得した全ての検査画像のユニークな組み合わせの全てを検査画像の対の候補として生成
する。さらに、その対の候補の中から、複数の条件に合致する対を検査画像対として生成
する。前記条件とは、例えば、対を構成する検査画像同士が同一モダリティで撮影された
ものであること、取得された各検査日が互いに異なる検査日の検査画像であること、取得
された各検査日の間隔が所定の範囲（例えば、１か月以上３年以内など）である、などが
考えられる。以上の処理により検査画像の対が生成される。
【００６７】
　（ステップＳ２１４０）＜比較画像の生成＞
　ステップＳ２１４０において、比較画像生成制御部３８は、ステップＳ２１３０で生成
した検査画像対の夫々について、比較画像生成部４４を制御して比較画像を生成する処理
を実行する。本処理では、個々の検査画像対に対して、第一の実施形態のステップＳ１０
１０からステップＳ１０２０の処理と同様の処理を実行する。ここでは詳細な説明を省略
する。さらに、比較画像生成部４４は、生成された比較画像の付帯情報に、比較画像の生
成で用いられた各検査画像の検査日の情報を記録する。
【００６８】
　（ステップＳ２１５０）＜比較画像の記録＞
　ステップＳ２１５０において、比較画像生成制御部３８は、ステップＳ２１４０で生成
した比較画像に関する情報を比較画像データベース２４に記録する。ここで比較画像デー
タベース２４には、ステップＳ２１４０で生成した比較画像の画像情報に加えて、比較画
像の元となる各検査画像の情報（例えば検査画像ＩＤ、検査日などの付帯情報）も記録す



(14) JP 2020-67957 A 2020.4.30

10

20

30

40

50

る。これにより、後に実行する比較表示処理において、医療情報処理装置５０は、比較画
像データベース２４から、比較画像と、その元となった検査画像の情報の両方を取得でき
るようにする。
【００６９】
　以上に説明したステップＳ２１１０からステップＳ２１５０により、本実施形態におけ
る比較画像生成処理が実行される。
【００７０】
　次に、本実施形態における医療情報処理装置５０が実行する比較表示処理について詳し
く説明する。図６（Ｂ）は、本実施形態における医療情報処理装置５０が比較表示処理と
して実行する処理手順を表すフローチャートである。以下、このフローチャートに示す順
に沿って、医療情報処理装置５０が比較表示処理として実行する処理の手順を詳しく説明
する。
【００７１】
　（ステップＳ２２１０）＜比較画像の取得＞
　ステップＳ２２１０において、比較表示制御部３９は、比較画像取得部５２を制御して
、処理の対象とする比較画像を比較画像データベース２４から取得する処理を実行する。
この時、比較画像取得部５２は、表示部３６に対して、比較画像生成処理で生成した比較
画像の一覧を比較画像データベース２４から取得して表示部３６に表示する。そして、操
作部３５を介してユーザからの操作を受け付け、比較画像の一覧からユーザが注目する比
較画像を取得する。具体的には、選択された比較画像の付帯情報に含まれる比較画像ＩＤ
を記憶部３４等を介して次の処理ステップに引き継ぐ。
【００７２】
　（ステップＳ２２２０）＜検査期間の取得＞
　ステップＳ２２２０において、比較表示制御部３９は、ステップＳ２２１０で取得した
比較画像の検査期間を、検査期間取得部５４を制御して取得する処理を実行する。ここで
比較画像の検査期間とは、比較画像生成処理において当該比較画像を生成する際に用いら
れた二つの検査画像のうち、古い方の検査画像の検査日から、新しい方の検査画像の検査
日までの期間である。比較画像を生成する際に用いられた検査画像は、比較画像の付帯情
報として記録された情報から取得できる。
【００７３】
　（ステップＳ２２３０）＜診療情報の検索＞
　ステップＳ２２３０において、比較表示制御部３９は、診療情報取得部４３を制御して
、ステップＳ２２１０で取得した比較画像に関係する診療情報を診療情報データベース２
２から検索して取得する処理を実行する。この処理は、ステップＳ２２２０で取得した検
査期間に基づいて関係の有無を判断する仕組みにより実現する。具体的な処理内容は、第
一の実施形態のステップＳ１０４０と同様である。ここでは詳細な説明は省略する。
【００７４】
　（ステップＳ２２４０）＜表示＞
　ステップＳ２２４０において、比較表示制御部３９は、表示処理部４５を制御して、ス
テップＳ２２１０で取得した比較画像と、ステップＳ２２３０で取得した診療情報とを参
照できるように画面表示を制御する処理を実行する。具体的な処理は、第一の実施形態に
おけるステップＳ１０５０と同様である。ここでは説明を省略する。
【００７５】
　以上に説明した手順により本実施形態における医療情報処理装置５０は、ユーザが任意
に比較画像を選択でき、その比較画像の元となる各検査画像の検査日に基づいて、前記比
較画像と関係する診療情報を検索する。そして、検索された診療情報を前記比較画像と共
に参照できるようにして表示する処理を実行する。第一の実施形態と比べて、本実施形態
は、ユーザに比較表示を提示するための比較表示処理に先立って比較画像を生成しておく
ことができる。そのため、ユーザは比較表示処理の最中に、比較画像を生成する処理の完
了を待つ必要がない。これにより、ユーザにとって時間的な拘束の少ない医療情報処理シ
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ステムを提供できる効果がある。
【００７６】
　（変形例２－１）
　本実施形態では、比較表示処理のステップＳ２２３０の処理として比較画像に関係する
診療情報を検索して取得する場合を例として説明したが、本発明の実施はこれに限らない
。例えば、比較画像生成処理のステップＳ２１４０の後に、比較画像生成部４４は、当該
ステップＳ２１４０で生成した複数の比較画像の夫々についてステップＳ２２３０と同様
の処理を実行して、夫々に関係する診療情報を取得するようにできる。そして、ステップ
Ｓ２１５０で、比較画像を記録する際に、前記関係する診療情報も付帯情報として記録す
るようにできる。この場合、比較表示処理のステップＳ２２３０では、診療情報取得部４
３は、前記比較画像の付帯情報として記録した診療情報を読み出すことで関係する診療情
報を取得できる。これにより、診療情報の検索処理を、比較表示処理に先立って済ませる
ことができるため、ユーザにとってより拘束時間の少ない利便性の高いシステムを提供で
きる効果がある。特に診療情報の検索に複雑な条件（例えば診療内容に関する高度な認識
処理などを要するような条件）を用いる場合には、検索に要する時間が長時間に渡ること
があるため、その処理を事前に済ませておける効果は大きい。
【００７７】
　［第三の実施形態］
　第一の実施形態では、ユーザから第一の検査画像と第二の検査画像の選択を受け付ける
医療情報処理装置の一例を説明した。第二の実施形態では、ユーザから比較画像の選択を
受け付ける医療情報処理装置の一例を説明した。第三の実施形態では、ユーザから診療情
報の選択を受け付けて、選択された診療情報に基づいて特定される第一の検査画像と第二
の検査画像とを用いて、比較画像を取得する医療情報処理装置について説明する。
【００７８】
　図７は、第三の実施形態に係わる医療情報処理システムの全体構成を示す図である。医
療情報処理システムは、医療情報処理装置６０、診療情報データベース２２、検査画像デ
ータベース２３、比較画像データベース２４を含み、これらの装置は、通信手段を介して
互いに通信可能に接続されている。なお、第一の実施形態または第二の実施形態で説明し
た構成と同一の機能を有する構成には同一の番号を付し、ここでは詳細な説明は省略する
。以下、第一の実施形態および第二の実施形態との相違点について説明する。
【００７９】
　医療情報処理装置６０は、診療情報データベース２２、検査画像データベース２３、比
較画像データベース２４が保持する情報を、ＬＡＮ２１を介して取得する。医療情報処理
装置６０は、その機能的な構成として、通信ＩＦ３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、記憶部
３４、操作部３５、表示部３６、比較画像生成制御部３８、比較表示制御部４０を具備す
る。
【００８０】
　比較表示制御部４０は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）等で実現され、医療情報処理装置６０が行う、比較表示を統括制御する。比較表
示制御部４０は、その機能的な構成として、診療情報取得部５６、診療日取得部５７、比
較画像取得部５８、表示処理部４５を具備する。
【００８１】
　診療情報取得部５６は、操作部３５によって入力されるユーザの操作に従って、通信Ｉ
Ｆ３１とＬＡＮ２１を介して診療情報データベース２２から患者の診療情報のうち、注目
する診療情報を取得する。そして、診療情報取得部５６は、取得した診療情報を診療日取
得部５７、表示処理部４５へ出力する。
【００８２】
　診療日取得部５７は、診療情報取得部５６が取得した診療情報の診療日の情報を取得す
る。そして、診療日取得部５７は、取得した診療日の情報を比較画像取得部５８へ出力す
る。
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【００８３】
　比較画像取得部５８は、診療日取得部５７が取得した診療日の情報に基づいて後述する
処理を行い、ユーザに提示する比較画像を通信ＩＦ３１とＬＡＮ２１を介して比較画像デ
ータベース２４から読み出す。そして、読み出した比較画像を表示処理部４５へ出力する
。
【００８４】
　本実施形態における医療情報処理装置６０による全体の処理手順を詳細に説明する。本
実施形態における医療情報処理装置６０は、比較画像生成処理および比較表示処理の２つ
の処理を実行する。比較画像生成処理は、検査画像データベース２３に記録されている検
査画像群等に基づいて、複数の比較画像を生成する処理である。比較表示処理は、前記比
較画像生成処理で生成した比較画像と、それに関連する診療情報をユーザが観察、参照で
きるように表示する処理である。比較画像生成処理は、比較表示処理に先立って実行され
るものとする。
【００８５】
　比較画像生成処理は、比較画像生成制御部３８が、第二の実施形態のステップＳ２１１
０からステップＳ２１５０で説明した処理と同様の処理を実行する。ここでは詳細な説明
は省略する。
【００８６】
　図８は、医療情報処理装置６０が実行する比較表示処理のフローチャートである。以下
、このフローチャートに示す順に沿って、医療情報処理装置６０が比較表示処理として実
行する処理の手順を詳しく説明する。
【００８７】
　（ステップＳ３２１０）＜注目する診療情報の取得＞
　ステップＳ３２１０において、比較表示制御部４０は、診療情報取得部５６を制御して
、診療情報データベース２２からユーザが注目する診療情報を取得する処理を実行する。
すなわち、診療情報取得部５６は、診療情報を取得する第一の取得手段の一例に相当する
。具体例としては、処理対象の患者に関する過去の全ての診療情報の一覧を診療情報デー
タベース２２から取得し、それを表示部３６に表示し、その中からユーザが注目する診療
情報（注目診療情報）を操作部３５を介して取得する。
【００８８】
　（ステップＳ３２２０）＜診療日の取得＞
　ステップＳ３２２０において、比較表示制御部４０は、診療日取得部５７を制御して、
ステップＳ３２１０で取得した診療情報に含まれる診療日を取得する処理を実行する。
【００８９】
　（ステップＳ３２３０）＜比較画像の検索＞
　ステップＳ３２３０において、比較表示制御部４０は、比較画像取得部５８を制御して
、ステップＳ３２１０で取得した診療情報に関連する比較画像を比較画像データベース２
４から取得する処理を実行する。具体的には、検査日が前記診療日以前の検査画像と、検
査日が前記診療日以後の検査画像とから生成された比較画像を検索して取得する。すなわ
ち、比較画像取得部５８は、診療情報に関する診療より前に行われた検査で得られた第一
の検査画像と、診療より後に行われた検査で得られた第二の検査画像とを用いて生成され
る比較画像を取得する第二の取得手段の一例に相当する。これにより、検査日および診療
日の関係から、ステップＳ３２１０で取得した診療情報と関係する比較画像を取得する。
【００９０】
　（ステップＳ３２４０）＜表示＞
　ステップＳ３２４０において、比較表示制御部４０は、表示処理部４５を制御して、ス
テップＳ３２１０で取得した診療情報と、ステップＳ３２３０で取得した比較画像とを参
照できるように表示する処理を実行する。本ステップで表示処理部４５が実行する処理は
、第二の実施形態のステップＳ２２４０と同様である。ここでは説明を省略する。
【００９１】
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　以上に説明した手順により本実施形態における医療情報処理装置６０は、ユーザが選択
した診療情報の診療日を検査の期間に含む比較画像を検索し、前記診療情報と共に参照で
きるようにして表示する。これにより、ユーザが選択した診療情報と関係の深い比較画像
を容易な操作で参照できる仕組みを提供できる。
【００９２】
　（変形例３－１）
　本実施形態では比較表示処理に先立って、比較画像生成処理を実行する場合を例として
説明したが、本発明の実施はこれに限らない。例えば、比較表示処理のステップＳ３２２
０に続いて、比較画像生成処理を実行するようにしても良い。この場合、ステップＳ３２
２０で取得した診療日に基づき、検査日が前記診療日以前の検査画像と、検査日が前記診
療日以後の検査画像とを特定する。そして、特定された検査画像対を用いて比較画像を生
成する。つまり、当該診療日を検査期間に含む検査画像対に限って比較画像を生成するよ
うにできる。これによれば、比較表示処理に先立って比較画像生成処理を実行する必要は
なく、また限定された少数の比較画像だけを生成するようにできるため、比較画像データ
ベース２４の容量の節約や、演算処理の省力化が行える効果がある。
【００９３】
　（変形例３－２）
　本実施形態では、ステップＳ３２１０で一つの診療情報を取得する場合を例として説明
したが、本発明の実施はこれに限らない。例えば、ステップＳ３２１０で複数の診療情報
を取得し、ステップＳ３２２０でそれらの診療情報の夫々の診療日を取得するようにして
も良い。この時、ステップＳ３２３０では、前記複数の診療情報の夫々の診療日を包含す
る期間を検査の期間とする比較画像を比較画像データベース２４から検索するようにでき
る。これによれば、手術や投薬などが複数の日に渡って行われた場合に、それら一連の診
療と関係する比較画像を検索して観察できる仕組みを提供できる。
【００９４】
　前記の説明では複数の診療日を包含する期間を検査期間とする比較画像を取得する場合
を例として説明したが、複数の診療日の少なくとも１つを検査期間に含む比較画像を取得
するようにしても良い。これによれば、複数の診療日に渡る診療の少なくとも１つに関係
する比較画像を検索して観察できる仕組みを提供できる。
【００９５】
　［その他の実施形態］
　以上、実施形態を詳述したが、本発明は、システム、装置、方法、プログラムもしくは
記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、医療情報処理装置の
機能を分散させることで複数の機器から構成されるシステムに本発明を適用してもよいし
、一つの機器からなる装置に適用してもよい。また、本発明の機能および処理をコンピュ
ータで実現するために、該コンピュータにインストールされるプログラムコード自体も本
発明を実現するものである。また、本発明の範囲には、上述の実施形態に示す機能および
処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。また、コンピュータが、
読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施形態の機能が実現される他
、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳなどとの協働で実
施形態の機能が実現されてもよい。この場合には、ＯＳなどが、実際の処理の一部または
全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される。さらに、記録媒体
から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュー
タに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれて前述の実施形態の機能の
一部或いは全てが実現されてもよい。なお本発明の範囲は上述した実施形態に限定される
ものではない。上述した複数の変形例のうち少なくとも二つを組み合わせることも可能で
ある。
【符号の説明】
【００９６】
　１０　医療情報処理装置
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　２２　診療情報データベース
　２３　検査画像データベース
　４１　検査画像取得部
　４２　検査日取得部
　４３　診療情報取得部
　４４　比較画像生成部
　４５　表示処理部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(20) JP 2020-67957 A 2020.4.30

【図７】 【図８】
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